
◆物品契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）令和３年度第２四半期分

整理

番号
案件名称 物品種目 契約の相手方 契約金額（税込） 契約日 根拠法令

随意契約理由

（随意契約理由番

号）

1 可動火格子ほか５点（平野工場）買入 産業用機器
ＪＦＥエンジニアリング

(株)
11,765,600 令和3年7月6日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

2
ボイラー用肉盛り水管パネル１ほか４点（舞洲

工場）買入
産業用機器 日立造船(株) 25,630,000 令和3年7月8日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

3 バケット用爪（平野工場）買入 産業用機器 (株)福島製作所 3,300,000 令和3年7月8日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

4 台車ローラほか２点（舞洲工場）買入 産業用機器 日立造船(株) 8,580,000 令和3年7月12日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

5 パドルほか７点（西淀工場）買入 産業用機器 (株)タクマ 30,350,320 令和3年7月26日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

6
湿式有害ガス除去装置用ポンプ部品１ほか３

５点（平野工場）買入
産業用機器 倉敷紡績(株) 3,043,700 令和3年8月4日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

7 水噴霧装置ノズルほか１点（西淀工場）買入 産業用機器 (株)タクマ 1,678,050 令和3年8月31日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

8
ボイラー用肉盛り水管パネル＃１ほか６点（東

淀工場）買入
産業用機器 日立造船(株) 18,700,000 令和3年9月3日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

9
じん芥クレーン横行車輪部品＃１ほか２点

（鶴見工場）買入
産業用機器 日立造船(株) 1,137,400 令和3年9月3日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

10
加熱脱塩素化処理装置用部品１ほか２点

（平野工場）買入
産業用機器 日立造船(株) 4,431,900 令和3年9月24日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

11
フィードテーブル先端鋳物＃１ほか５点（八尾

工場）買入
産業用機器

三菱重工環境・化学エ

ンジニアリング(株)
18,080,370 令和3年9月29日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30
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